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狂
犬
病
予
防
注
射

　
狂
犬
病
は
犬
だ
け
の
病
気
で
は
な
く
、
人
を

含
め
全
て
の
哺
乳
類
に
感
染
し
ま
す
。
ま
た
、

一
旦
発
症
す
る
と
有
効
な
治
療
法
が
な
い
恐
ろ

し
い
病
気
で
す
。

　
狂
犬
病
予
防
法
で
は
、
犬
の
飼
い
主
は
、
4

月
か
ら
6
月
に
か
け
て
、
生
後
90
日
を
超
え
る

愛
犬
に
狂
犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
る
義
務

が
あ
り
ま
す
。

　
今
年
度
に
つ
い
て
は
、
狂
犬
病
予
防
法
施
行

規
則
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
令
和
3
年
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
注
射
を
受
け
さ
せ
た
場
合
、
4

月
か
ら
6
月
の
期
間
内
に
注
射
を
受
け
さ
せ
た

も
の
と
み
な
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
こ
の
改
正
は
接
種
を
不
要
と
す
る

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
期
間
内
に
注
射

を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
点
に

つ
い
て
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方
は
、
12
月
31
日
ま
で

に
動
物
病
院
に
て
、
狂
犬
病
予
防
注
射
を
必
ず

受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　
住
民
課
環
境
保
全
係
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9/20～26

動
物
愛
護
週
間

　
9
月
20
日
（
月
・
祝
）
か
ら
26
日
（
日
）
は

動
物
愛
護
週
間
で
す
。
動
物
の
愛
護
と
動
物
の

正
し
い
飼
い
方
に
つ
い
て
、
関
心
と
理
解
を
深

め
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。

▽
動
物
を
飼
う
と
き
は
、
習
性
を
よ
く
理
解
し
、

終
生
責
任
を
持
っ
て
飼
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
飼
い
主
は
、
鑑
札
や
迷
子
札
を
付
け
さ
せ
る

な
ど
所
有
者
明
示
を
し
て
く
だ
さ
い
。
犬
の

放
し
飼
い
は
や
め
て
く
だ
さ
い
。
犬
の
散
歩

の
際
に
は
、
必
ず
リ
ー
ド
（
引
き
綱
）
を
つ

け
て
く
だ
さ
い
。

▽
感
染
症
予
防
や
交
通
事
故
防
止
の
た
め
、
猫

は
室
内
飼
育
を
お
勧
め
し
ま
す
。

ま
た
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫
な
ど
の
野
生
動

物
に
無
責
任
に
餌
を
与
え
な
い
で
く
だ
さ
い
。

▽
ふ
ん
尿
の
後
始
末
は
、
飼
い
主
の
責
務
で
す
。

散
歩
時
に
水
の
入
っ
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
な
ど

を
携
帯
し
、
尿
を
洗
い
流
す
よ
う
心
が
け
て

く
だ
さ
い
。

　
日
頃
の
し
つ
け
は
、
災
害
時
の
避
難
対
策
に

つ
な
が
り
ま
す
。

◆
イ
エ
ロ
ー
チ
ョ
ー
ク
作
戦

　
豊
山
町
で
は
犬
の
フ
ン
害
防
止
対
策
の
取
り

組
み
と
し
て
、
「
イ
エ
ロ
ー
チ
ョ
ー
ク
作
戦
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
イ
エ
ロ
ー
チ
ョ
ー
ク
作
戦
」
と
は
、
犬
の

フ
ン
に
お
困
り
の
参
加
者
が
、
ル
ー
ル
を
守

り
、
放
置
さ
れ
た
犬
の
フ
ン
の
周
り
を
黄
色
い

チ
ョ
ー
ク
で
囲
み
、
日
時
を
書
く
こ
と
に
よ

り
、
放
置
し
た
飼
い
主
に
困
っ
て
い
る
人
や
迷

惑
を
被
っ
て
い
る
人
が
い
る
こ
と
を
伝
え
る
方

法
で
す
。
犬
の
フ
ン
に
お
困
り
の
方
は
ぜ
ひ
参

加
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
参
加
資
格　
町
民
及
び
団
体

▼
参
加
方
法

　
役
場
1
階
2
番
窓
口
住
民
課
環
境
保
全
係
で
受

付
後
、
イ
エ
ロ
ー
チ
ョ
ー
ク
を
お
渡
し
し
ま
す
。

▼
問
合
せ　
住
民
課
環
境
保
全
係
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令
和
3
年
度
動
物
愛
護
週
間
ポ
ス
タ
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最
優
秀
作
品
（
環
境
大
臣
賞
）

　

よろず相談
と　き 9月15日（水）午後1時～午後3時
ところ 役場3階会議室3
相談員 行政相談委員・人権擁護委員
問合せ 総務課総務係　 28・6003
 福祉課福祉係　 28・0912　

消費生活相談
と　き ①9月1日（水）、②9月15日（水）
 いずれも午後1時～午後3時
ところ 役場3階会議室3
相談員 消費生活相談員
問合せ まちづくり推進課まちづくり推進係　 
 28・0944 

心配ごと相談
と　き 9月21日（火）午後1時30分～午後3時
ところ 総合福祉センターしいの木2階相談室
相談員 民生児童委員
問合せ 社会福祉協議会　 29・0002

法律相談
　弁護士による無料の法律相談を毎月開催し
ています。事前の予約(先着順)が必要です。
予約状況により来月以降の申込みとなります。
と　き 9月15日（水）
 午後3時～午後5時（1人30分程度）
ところ 役場3階会議室4
対象者 町内に在住か在勤の方（相談時間は
 1人30分程度、1人2回まで）
予約方法 前日までに電話か役場3階12番窓口
 でお申し込みください。
問合せ 総務課総務係　 28・6003

いのちの相談
「いのちの電話」（通話無料）

受付時間 毎月10日
 午前8時～翌日の午前8時
 0120・783・556

「名古屋いのちの電話」（通話有料）
受付時間 24時間いつでも
 052・931・4343
問合せ 福祉課福祉係　 28・0912

身体障がい者等相談
と　き 9月14日（火）
 午前10時～午前11時30分
ところ 総合福祉センターしいの木2階相談室
 39・0776（電話相談可）
相談員  身体障害者相談員
問合せ 福祉課福祉係　 28・0912

障がい者就業相談（要予約）
と　き 月曜日～金曜日（祝日除く）
 午前8時30分～午後5時15分
ところ 役場1階　相談室
相談員 尾張中部障害者就業・生活支援センター職員
問合せ 福祉課福祉係　 28・0912

母子家庭自立支援・就業相談
と　き 9月14日（火）
 午前10時～午後3時30分
ところ 役場1階　相談室
相談員 愛知県母子自立支援員
問合せ 福祉課福祉係　 28・0912

女性相談（要予約）
と　き 9月16日（木）
 午前10時～午後3時30分
ところ 役場1階　相談室
相談員 愛知県女性相談員
問合せ 福祉課福祉係　 28・0912

相　談


